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第 15号議案 

 

新 旧 改正理由等 

 

第１条～第 11条 （略） 

 

（総長等の職務代理者） 

第 11条の２ 総長等に事故があるとき、又は総長等が欠員

となったときは、理事長が指定した職員がその職務を代

理する。 

 

第 12条～第 17条 （略） 

 

   附 則 

この規程は、令和７年 月 日から施行する。 

 

 

 

 

 

第１条～第 11条 （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

第 12条～第 17条 （略） 

 

 

 

 

【第 11条の２】 

総長等が欠員となった

時の職務代理者の規

定を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 


